
業 務 委 託 仕 様 書 

 

１．業務名 

「第６０回スーパーマーケット・トレードショ－２０２６」における展示ブース設営等業務委託 

 

２．業務の目的 

長崎県内食品製造業者の振興を図るため、全国の流通・販売・外食産業等の実需者に対して広

くＰＲするとともに、全国規模でのマーケットニーズの把握と的確な対応による出展企業の販路

拡大を支援する。 

 

３.展示会の概要 

(１)開催日：令和８年２月１８日(水)～２０日(金) 

(２)場 所：幕張メッセ全館 

(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2－１) 

(３)会場レイアウト：別紙のとおり 

 

４．委託業務の内容 

展示ブースの設計、施工、撤去、内部出展運営等に係る業務一式 

 

５.仕様等 

(１) 全体イメージ 

    長崎県のブランドイメージのＰＲと、各出展企業の製品を活かせる展示とする。 

長崎県としての一体感を出すため、展示小間周囲等を枠で囲う。 

(２)展示小間 

全体：９㎡×23 小間＝207 ㎡ 

(３)イメージ図面：別添のとおり 

(４)内容等：別紙内訳書のとおり 

特記事項 

①壁面工事等 

・トラス・支柱等工事は構造上必要な数量とする。 

・ポスター等掲示が可能な構造とする。 

・長崎県としての一体感を出すため、展示小間周囲等を枠で囲うこと。 

②サイン製作･設置等工事 

・大型サイン（契約後引き渡すデータによりデザインすること） 

③備品工事 

ア．冷蔵庫・冷凍庫 

・６００ℓ以上の収容量がある冷蔵庫 

・６００ℓ以上の収容量がある冷凍庫 

※ 複数の冷蔵庫・冷凍庫を設置する場合は収容量の合計がそれぞれ６００ℓ以上となれ

ば可とする。 



④電気工事 

・一次側幹線工事費（小間までの配線）および共用電気使用料金については、本業務

の対象とする。ただし、出展者が使用するために必要な工事費及び電気使用料金に

ついては、後日別途調査のうえ受託者と出展者で直接精算とすること。 

※電気工事については「出展細則」26 ページから 27 ページを熟読しておくこと。 

⑤水道工事 

・一次側幹線工事費（小間までの工事費）、水道使用料および指定業者への申込手続き及 

び支払いは本業務の対象とする。 

※水道工事については「出展細則」28 ページを熟読しておくこと。 

    ⑥その他 

・出展企業等から自己負担による別途追加装飾等の相談があった場合には、これに応じる

こと。 

・受託者による資材搬入出、ブース設営・撤去時の事故・トラブルなどについては、受託

者において適切な対処および解決するものとする。 

・施工等にあたっては、消防法その他関係法令ならびに展示会主催者側の規定を遵守する

こと。 

・本業務の目的を達成するために有効な提案があれば独自の企画を提案すること。なお、

独自の提案事項の実施に要する費用についても、本事業の委託料に含むものとする。 

(５)作業スケジュール 

・資材搬入・小間装飾作業、機械類（照明等）の調整、小間装飾撤去作業・資材搬出は、

下記の時間内で行うものとする。 

２月１６日（月） ８：００～１８：００ 資材搬入・小間装飾作業 

（ホール内搬入車両乗り入れ可能時間 ８：００～１８：００） 

 

２月１７日（火） ８：００～１５：００   資材搬入・小間装飾作業 

１５：００～１８：００  台車・手運びによる出展製品の搬入・機械類の調整               

（ホール内搬入車両乗り入れ可能時間 ８：００～１５：００） 

 

２月１８日（水）～２月２０日（金） 

   ８：００～１０：００  出展企業入館・出展準備 

１０：００～１７：００  展示会開催時間(最終日は１６：００) 

 

２月２０日（金） １６：００～ 出展製品の梱包、手運びによる搬出・撤去作業 

   １６：００～２２：００ 小間装飾撤去作業・資材搬出 

（ホール内搬出車両乗り入れ可能時間 １８：００～２２：００） 

 

※２月１８日（水）９：００～２月２０日（金）１６：００の時間帯については、器具の故障、

破損等に速やかに対応できる体制をとること。 

 

 



６.契約期間 

契約日から令和８年３月６日（金） 

 

７.完了報告 

・最終施工図面類、施工前・施工中・施工後・撤去後の同じ方向から撮影した写真を整理した

書類２部およびこれらの電子ファイル（ＰＤＦおよびＪＰＥＧ）を格納したＣＤ-ＲまたはＤ

ＶＤ-Ｒ１枚を提出すること。 

 

・上記成果物（写真・デザイン含む）が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第

１号に規定する著作物に該当する場合は、当該著作物にかかる著作権は引渡し時に、長崎県

食料産業クラスター協議会に無償で譲渡するものとする。 

 

８.納品場所（郵送可） 

〒８５０－００３１ 長崎県長崎市桜町４－１ 長崎商工会館９階 

長崎県食料産業クラスター協議会事務局（長崎県中小企業団体中央会 工業振興課内） 

担当： 中川、堀脇 

電話  ０９５－８２６－３２０１ 


